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午前１０時０６分 開会 

○岡田委員長 ただいまより総務文教委員会を開会いたします。 

先ほどの本会議で当委員会に付託されました議案３件について審査をいたします。 

議案第５１号、工事請負契約の締結について及び議案第５２号、工事請負契約の締結に

ついては関連しておりますので、一括して議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

松下教育委員会事務局長。 

○松下教育委員会事務局長 議案第５１号、工事請負契約の締結について及び議案第５２

号、工事請負契約の締結については、いずれも就将小学校に関する工事となりますので、

あわせて御説明いたします。 
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対象の工事名は、就将小学校教室棟ほか大規模改修建築主体工事及び就将小学校昇降口

棟増築建築主体工事でございます。議案第５１号関係資料、議案第５２号関係資料として

添付させていただいております図面をごらんください。この事業につきましては、いずれ

も平成３０年度に実施設計を完了しておりまして、今年度、図面の青色で表示しておりま

す教室棟及び昇降口棟の大規模改修工事と、赤色で表示しております昇降口棟の増築工事

を実施しようとするものでございます。このたび入札により、契約の相手方、金額が決定

いたしましたので、地方自治法第９６条第１項第５号の規定により、議会の議決を求める

ものでございます。 

内容についてでございますが、就将小学校教室棟ほか大規模改修建築主体工事につきま

しては、契約金額は４億７００万円、契約の相手方は就将小学校教室棟ほか大規模改修建

築主体工事金田工務店・平田組・フィディア特定建設工事共同企業体、代表者、株式会社

金田工務店代表取締役、金田勝でございます。また、就将小学校昇降口棟増築建築主体工

事につきましては、契約金額は１億７，４６８万円、契約の相手方は大松建設株式会社代

表取締役、松浦啓介でございます。説明は以上でございます。 

○岡田委員長 当局の説明は終わりました。 

これより、質疑に入ります。 

安達委員。 

○安達委員 ３月の委員会とかでも質問で取り上げたんですが、ついこの間もテレビで見

たんですが、いわゆる建設資材というんですか、建物を建てるにあたっての、加茂もあり

ますけれども、高力ボルトっていうんですか、これの取り込みが業者にとって大変厳しい

というようなことを言っていますけれども、このボルトにかかわらずほかの資材について、

全国的にも非常に公共工事が進んでいるようですけれども、しっかり確保できるのかなと

思います。というのは、別の案件でいきますと、日野川の芝生の養生とかも調達が無理、

きつかったとかっていう、工期的なものもあったんですが、そういったいわゆる建築にか

かわる材料の調達が十分図られるか、その担保がとられているか確認したいと思いますが。 

○岡田委員長 松下事務局長。 

○松下教育委員会事務局長 本日、議会のほうで議決をお認めいただければ、この業者と

本契約ということになります。その後、詳細な打ち合わせ等を行う予定にしておりまして、

現時点で材料の調達状況とかというのは確認してございませんけれども、詳細な打ち合わ

せ等でその点は十分に確認をしながら、工期に間に合うような体制で臨んでいきたいと思

っております。 

○岡田委員長 よろしいですか。 

○安達委員 はい。 

○岡田委員長 そのほか。 

〔「なし」と声あり〕 

○岡田委員長 それでは、質疑を終決いたします。 

これより討論に入ります。 

〔「なし」と声あり〕 

○岡田委員長 別にないようですので、討論を終結いたします。 

これより、２件の議案を順次採決いたします。 
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はじめに、議案第５１号、工事請負契約の締結についてを採決いたします。 

本件について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と声あり〕 

○岡田委員長 御異議なしと認めます。よって本件については、全会一致で原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

次に、議案第５２号、工事請負契約の締結についてを採決いたします。 

本件について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と声あり〕 

○岡田委員長 御異議なしと認めます。よって本件については、全会一致で原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

次に、議案第５３号、工事請負契約の締結についてを議題といたします。当局の説明を

求めます。 

木下生涯学習課長。 

○木下生涯学習課長 議案５３号、工事請負契約の締結についてを説明いたします。対象

の工事名は、加茂公民館新築建築主体工事でございます。この事業は、県道敷設に伴い加

茂公民館を新築移転するもので、平成３０年度に実施設計及び移転先用地の造成工事を完

了しておりまして、今年度、建築工事を実施しようとするものでございます。このたび、

入札によります契約の相手方及び金額が決定いたしましたので、地方自治法第９６条第１

項第５号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

内容についてでございますが、契約金額は１億９，８００万円、契約の相手方は加茂公

民館新築建築主体工事竹田工務店・フィディア特定建設工事共同企業体、代表者、株式会

社竹田工務店代表取締役、竹田昭生でございます。 

続いて、概要を御説明いたします。議案第５３号関係資料を２枚御用意しておりますの

でごらんください。まず、１枚目が現場周辺の地図ですが、上が中海側、下が日本海側と

なっております。ピンク色で示しておりますのが、県道の敷設予定地でございます。これ

が加茂公民館の真ん中を通過する予定であることから、隣接地、黄色で示している場所に

新築移転しようとするものでございます。 

移転にあたりましては、地元説明会を平成２７年の１１月に開催し、その後、平成２８

年６月７日付で加茂公民館移転推進協議会から移転候補地等の要望書をいただいておりま

す。その後、平成２８年１１月から平成３０年４月までに５回の説明会を開催しておりま

して、さらに先日５月１４日にも住民説明会を開催し御意見をいただいているところでご

ざいます。 

続きまして、２枚目でございますが、建築予定の平面図をおつけしておりますので御説

明いたします。建物につきましては、県の福祉のまちづくり条例に基づき、バリアフリー

を考慮いたしまして平屋建てで計画しております。部屋の数や面積は、現在の公民館と同

規模としております。特徴としましては、通路幅やカウンターの高さを車イスに対応した

ものにしているほか、授乳室の新設、女子トイレの数をふやしていること、多目的トイレ

を備えていることなどが挙げられます。 

工事の完了は来年、令和２年２月２８日を予定しております。その後、引っ越し等の開

館準備を進めまして、令和２年６月初めに供用開始でございます。説明は以上でございま
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す。 

○岡田委員長 当局の説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。 

稲田委員。 

○稲田委員 何点か聞かせて下さい。関係資料２枚目ですか、平面図なんですけど、先ほ

ど説明がありました授乳室の新設とか、あるいは女子トイレの数をふやしたとかはわかり

ました。多目的はほかの公民館もあるので、目新しい目新しくないで言えば、さほどでも

ないですけど。で、県の福祉の関係の予算というような言及がありましたけど、ここにウ

ッドテラスと書いてますよね、ですので、県の予算があったから加えることができた施設

という、そのような区分けはあるんでしょうか、教えてください。 

○岡田委員長 安田生涯学習課長補佐。 

○安田生涯学習課長補佐兼生涯学習担当課長補佐 県の予算をいただくということで特

に設けた施設はございません。 

○岡田委員長 稲田委員。 

○稲田委員 ということは、今後、特段、新設のどこか予定があるわけではないんですが、

土地さえ確保できれば、こういった平屋のこれが一つのスタンダードというか型になって

いくような認識でいてもよいものかちょっと確認させてください。 

○岡田委員長 安田生涯学習課長補佐。 

○安田生涯学習課長補佐兼生涯学習担当課長補佐 使い勝手の面から、平屋で地元のほう

にはお示しをしておりまして、それに賛同いただいております。その後、形状につきまし

ても最終的にＬ型という形で実施をさせていただくのですけれども、地元の御理解をいた

だいてこの形としたものでございます。 

○岡田委員長 稲田委員。 

○稲田委員 今後のことを聞きたかったんですけれど、ありますか。 

○岡田委員長 安田課長補佐。 

○安田生涯学習課長補佐兼生涯学習担当課長補佐 今後、もしあったらということでござ

いますけれども、当然地元のほうには御了解いただく必要があるかと思っておりますけれ

ども、大高の公民館も含めまして、この加茂につきましても平屋でさせていただくという

ことですので、平屋がスタンダードになっていくといいますか、実質的に平屋建てで今は

建設をさせていただいてきておりますので、将来的にもその可能性があるのかなというふ

うに考えております。 

○岡田委員長 稲田委員。 

○稲田委員 ここからは恐らくなんですけど、これ出来上がると、新しくて当然きれいで、

バリアフリーが完全に整っていて、トイレもしっかりとしてある。恐らく、ほかの地域で

も加茂みたいな公民館が欲しいなという声が出てくるんじゃないかと思います。その点、

老朽化している公民館がほかにもあると思いますので、その辺の考え方は、こういうこと

はないとは思いますけど、加茂だけいいのができましたけどほかは、なんていうことは、

やはりほかの地域の方はそれじゃあ納得されないと思いますので、生涯学習課としてどう

いうような施設でこれから臨んでいくのかということを、加茂が多分起点となると思いま

すので、その辺の考えをしっかり持っていていただきたいということでいいです。 
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あと、ちょっと関連して。 

○岡田委員長 はい、稲田委員。 

○稲田委員 これは特に反対というわけではないのですが、ちょっと公民館の話が出まし

たので、次の６月議会もあるので要望だけちょっとこの場を借りて言っておきますと、鍵

のことを前から言っておりますね、貸し借りの。加茂は、返却はいい仕組みになるような

答弁があったのは記憶をしております。ほかの公民館の検討をお願いしております。それ

から、大和・宇田川が分館から公民館になっておりますが、１年たってますので、どのよ

うな効果があったのか、これらの報告もお願いしたいと思っております。 

それから明道公民館、これは完全に、積み残しという言い方が正しいかどうかわかりま

せんけど、まだはっきりした方向は見えておりませんので、こういったところもしっかり

と協議されて、議会のほうへ報告をお願いします。もし、答弁できる部分があれば、お願

いしていいでしょうか。 

○岡田委員長 どうでしょうか、答弁は。 

木下課長。 

○木下生涯学習課長 鍵の件につきましては、ただいま順次対応をするように進めており

まして、まずは鍵の取扱要領を定めまして、まずは取り扱いの方法を明確にさせていただ

いております。鍵の受け渡しについては、各公民館の事情に応じまして、ある程度の裁量

を持って取り扱いできるような形で運用ができるようにということで、各公民館長さんと

はお話をさせていただいているところでございます。それから、分館から公民館に変更し

たことによる効果につきましては、まだ目に見えて報告できるようなものはございません

が、また機会を見まして、どのような効果があったのかということは御報告をさせていた

だきたいと思います。 

それから、明道公民館につきましては、今の南保育園の移転の状況等がまだはっきりし

ない状況で、具体的にスケジュールとして進んでいるところはございませんが、現在の状

況の情報を地元のほうにもお示しをしながら、逐次スケジュール等については御相談を地

元のほうとさせていただきたいと思っているところでございます。以上でございます。 

○岡田委員長 今、南保育園の件をおっしゃいましたけど、それ、委員会で何か報告をさ

れましたか。聞いてないものを前提に話をされても。 

木下課長。 

○木下生涯学習課長 移転場所については、まだはっきりとは決まっているところはござ

いませんで、周りの状況を見ながら移転場所について、どこが最適なのかということを協

議をしてまいりたいということで、それも含めてまだ検討中ということで、まだお示しを

はっきりできるようなものはございません。 

○岡田委員長 きちっと確認をされて、こちらほうにきちっと報告なら報告、決まったこ

となら決まったことがあると、きちっと報告をされた上で発言をしていただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

○木下生涯学習課長 はい。 

○岡田委員長 続きまして、そのほか。 

安達委員。 

○安達委員 今、稲田委員が質問されたところですが、これからの建物の建て方、ありよ
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うについて、平屋建てって今回初めてだと思うんですけれども、ほかに自分はよく知らな

いところもありますが、ほとんど知る限り２階建ての同様な仕様の建物の建て方ではない

かなと思うんですが、これのいわゆる基本的な方針というのは、もう委員会なり部局で決

められたのか、こういう方針でこれからは公民館はつくっていこうと思っての基本方針を

決められたか、そこがちょっともう一回確認したいんですが、どうでしょう。 

○岡田委員長 木下課長。 

○木下生涯学習課長 福祉のまちづくり条例が鳥取県のほうで出来ておりますので、基本

的には新築を公共建築する場合には、そちらの条例に沿ったものを建てるというのが、ま

ずは原則になるのかと思います。土地の面積が許せば、平屋建てがバリアフリーでは一番

使い便利がいいだろうというふうな考えは持っております。そこは条件が許せば、それか

ら地元の実際に使われる方の御要望も勘案しながら、そのあたりは実際のところは決めて

いくものと考えております。 

○岡田委員長 安達委員。 

○安達委員 そこでですが、いろいろ公民館では玄関のドアのありようが、それぞれ地元

の意向にあわせて開閉があるようですけれども、今予定されている公民館はどのような、

いわゆる自動ドアなのか半自動ドアなのか、全く手動なのか。そこら辺は今の段階で計画

はどのようにされているかと思って。 

○岡田委員長 安田課長補佐。 

○安田生涯学習課長補佐兼生涯学習担当課長補佐 現在計画しております加茂公民館で

すが、横開きの自動ドアを設置する計画でございます。 

○岡田委員長 安達委員。 

○安達委員 あと一点。今、図面をもらって見ているんですが、これから建物の進入路で

すけれども、道路から何メートルかはっきり自分は計測していないんですが、建屋に入る

のに両サイドに用水路ですか、あるように思うんです。これ、和田であったんですが、和

田の水路に利用者が転倒されて死亡事故になったケースもありますので、自分の見る限り、

今の形状では安全柵かポールか、そういったものを立てる計画はありますか。 

○岡田委員長 安田課長補佐。 

○安田生涯学習課長補佐兼生涯学習担当課長補佐 まず、進入路の長さは約５０ｍでござ

います。議員御指摘の、側道にガードレールがございませんので危険じゃないかというこ

とでございますが、夜も明るい所ではございませんので、安全対策について具体的な検討

をつけ加えたいと考えております。 

○岡田委員長 岡村委員。 

○岡村委員 ちょっとお伺いしたいのですけど、来年６月の供用開始ということですけど

も、この公民館の利用をされる方の出入りはどういうふうな流れになるのかっていうのを、

この図面のほうで教えていただきたいと思うんですけども。 

○岡田委員長 木下課長。 

○木下生涯学習課長 現在の加茂公民館、太枠で示しているところに、現在接している道

路、真ん中に縦に一本通っていますが、そこから仮設の進入路を設けております。図面の

ほうでは、明確には表されてはいないんですけども、加茂公民館の下のほうから幅４ｍ長

さ５０ｍで黄色の所まで仮設の通路を取りつけて供用開始、それから県道の敷設に至るま
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での間はそちらのほうを使っていただく予定にしております。 

○岡田委員長 岡村委員。 

○岡村委員 仮設の道路をしばらくは利用するということなんですけども、この県道をい

つ頃ここのほうを、公民館の前というんでしょうか、ところにまで通れるように、開通す

るという見込みなんでしょうか。 

○岡田委員長 木下課長。 

○木下生涯学習課長 県のほうの使用計画では、令和３年度に完成をするというふうに伺

っておりますが、こちらのほう県の事業でございますので、明確にお約束のできる期限と

いうことではお示しできるものはございません。 

○岡田委員長 岡村委員。 

○岡村委員 予定では、１年ぐらいは仮設のほうを使って入って行くというふうなことで、

そこら辺、先ほどありましたが、いろいろどんどん利用されるようになると事故とか、そ

ういうことが心配されるんじゃないかというふうに思いますので、そこら辺をよく気をつ

けていただきたいというふうに思います。以上です。 

○岡田委員長 はい、そのほか。 

矢田貝委員。 

○矢田貝委員 災害拠点との位置づけがくると思うんですけれども、この図面を見せてい

ただいた中では倉庫の数もそれぞれにしっかりとってあるのかなという印象を受けました

けれども、屋外にもそういった何か、備蓄に関するような物を確保するような場所として

も想定等がされているのか、新たなこの図面の中で災害に対する対応というような工夫が

されているのかというところをちょっと教えていただけますでしょうか。 

○岡田委員長 木下課長。 

○木下生涯学習課長 こちらの平面図は、こういうような建物だけの平面図をおつけして

おりますが、敷地の中に倉庫を設置するようにしておりまして、こちらが７５平方メート

ルの倉庫を敷地内に設置をする予定にしてございます。 

○岡田委員長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 結構大きいですね。その使い方というものが災害対応ということと関係す

ると理解してよろしいですか。 

○岡田委員長 木下課長。 

○木下生涯学習課長 特に災害専用の倉庫ではございませんが、倉庫としてそういったも

のを設置しますので、特に備蓄のためということではございません。利用がもし必要であ

れば、そういったところにも利用できるように、施設としては予定をしているといったと

ころです。 

○岡田委員長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 先ほど来の説明で、進入路のところも５０メートル、幅４メートルの進入

路だということもございました。これからどのような災害に対応できるのかというさまざ

まな検討をされる中で、しっかりとその視点も持って地元の方との意見交換にも臨んでい

ただくように要望させていただきます。 

○岡田委員長 そのほか、あれば。 

それでは、質疑を……。 
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（「委員長、番外発言。」と遠藤議員） 

○岡田委員長 遠藤議員。 

○遠藤議員 いろいろ議論をされていますけどね、一つだけ見えないところがあるんです

ね。今、進入路の問題を議論されております。この進入路は借地契約を結んでいますよね。

これはいつまで契約をされる考えですか。それから同時に、県道の完成年度はいつになる

んですか。正面から入れるようになるのはいつ頃になりますか。これをまず伺っておきた

いと思います。 

○岡田委員長 木下課長。 

○木下生涯学習課長 先ほども申し上げたかと思いますが、県道の完成予定については、

現在の県の計画では令和３年度と事業計画ではお伺いをしておりますが、これは県の事業

でございますので、この予定年度で完成するかどうかということは、私どものほうからお

話ができることではないのかなというふうに考えております。それから、土地については

借地契約を結んでおりまして、現在のところは令和３年度までお借りするようにしており

まして、実際に県道が完了するまではこの借地を継続する予定にしております。 

（「委員長、いいですか。」と遠藤議員） 

○岡田委員長 遠藤議員。 

○遠藤議員 令和３年までに道路が完成をするという県からの報告を聞いとるというこ

となんだけども、これは平成２８年度から買収に入っておって、未だかつて仕事の先が見

えない。私の裏を通るんですけども、３１年度で全線を完成すると言っとった県の約束は

大幅に遅れておるんです。本当に令和３年に完成するんでしょうか。そういうところを確

認をしてもらいたいと思いますね、県のほうに。それはなぜかっていうと、進入路の借地

料の問題ですよ。これは県のほうから補償対象になっておるんでしょうか。県の責任によ

って公民館は移転するわけです。その進入路が、つけなければなければ入れないから進入

路をつけるわけです。そうすると、その進入路の補償対象は当然県が見るべきじゃないか

と。いうことが筋書きとして見えるんですが、その辺はどう考えておられますか。 

○岡田委員長 安田課長補佐。 

○安田課長補佐 議員御指摘の借地料でございますけれども、県の補償金の積算対象には

含まれてはいないということでございます。 

（「何でないの。補償対象でしょう。」と遠藤議員） 

○岡田委員長 済みません、課長補佐。補償には含まれてないということですね。で、遠

藤議員、ここはやっぱり一応委員会ということですので、一応番外のほうで受け付けはい

たしましたけれども、この続きということに関しては、またきちっと報告をしていただく

ということでよろしいでしょうか。 

遠藤議員。 

○遠藤議員 こういう案件はですね、委員会としてしっかりと議論してもらいたいと思い

ます。確認してくださいね。補償対象にしないという、それ自身がおかしいと思う。民間

だったら当然、補償対象っていうのは払うでしょう。県と市だったら、お互いがなあなあ

でいかいやという、こんな話は通らないと思うんで、そのことを言っておきます。 

○岡田委員長 はい、承知しました。 

それでは質疑を終結いたします。 
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これより討論に入ります。 

〔「なし」と声あり〕 

○岡田委員長 別にないようですので、討論を終結いたします。 

これより採決いたします。 

議案第５３号、工事請負契約の締結について、原案のとおり可決することに御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と声あり〕 

○岡田委員長 御異議なしと認めます。よって本件については、全会一致で原案どおり可

決すべきものと決しました。 

以上で総務文教委員会を閉会いたします。 

午前１０時３４分 閉会 
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